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日本理学療法士協会設立20周 年 を起点 として

日本理学療法士協会

会長 松 村 秩

協 会 設 立20周 年 に あ た って 、20周 年記 念 誌 を発 行 す る意 義 は ま こ と に大 きい 。20年 間 の協 会 の あ

ゆ み を記 録 と して残 す こ とは,社 会 的 に も重 要 な意 義 を もつ もので あ る。

20年 前 に,新 しい職 種,PTと 称 して誕 生 した当 時 は世 の 中 か ら大 きな祝 福 を受 け て,医 療 の分

野 で新 しい時 代 の到 来 を告 げ るか の よ うな存 在 で あ っ た。

20年 間 の風 雪 に も まれ なが ら,や っ と成 人 式 を迎 え,大 人社 会 へ の仲 間 入 れ を果 した のが,PT,

OT合 同 の 設 立20周 年記 念 式 典 で あ っ た。

わ が 国 の医 療 史 の な か に,PTの20年 史 が 価 値 あ る史 料 と して貢 献 で きる もので あ る こ とを願 っ

て い る。

20年 間 に,PTが6000名 を こ え,学 校 が45校 に も な る よ う な高 度 成 長 を とげ た国 は世 界 の どの 国

に も例 の な い こ とで あ る。

この事 実 は,外 国 のPTに と って は,全 く驚 くべ きこ との よ うで あ る。

この よ うに,わ が 国 の 医療 ニ ー ズ に応 え るか た ちで,急 速 にPTが 供 給 され,リ ハ ビ リテ ー シ ョ

ン医療 の分 野 で 活 躍 して い る様 子 は外 国 か ら来 たPTか ら見 る と,全 く驚 異 的 に映 る よ うで あ る。

先 進 国 か ら,新 しい 知 識 と技 術 を移 入 し,そ れ を学 び,吸 収 し,更 に 日本 独 特 の改 良 を加 えて ゆ

く特 技 は,明 治 維 新 後,あ らゆ る科 学 技 術 の分 野 に お いて 実 証 され て い る こ とで あ る。

理 学 療 法 の 分 野 も,そ の例 にた が わ ず,新 しい治 療 技 術 を導 入 し,そ れ を普 及 す る こ と にか けて

は,ど の欧 米 先 進 国 よ りも速 い よ うで,個 々 の技 術 にお い て は,殆 ん ど肩 を並 べ る レベ ル に達 して

い る よ うで あ る。

したが って,過 去20年 間 の わ が 国 の理 学 療 法 の進 歩 と発 展 につ い て の評 価 は,一 応 よ くや った と

い うこ とで,そ れ な りの評 価 を受 け る こ とが で きるの で は ない か と思 う。

確 か に,今 迄 は一応 良 くや った とい うこ とで あ るが,問 題 は これ か ら将 来 の こ とで あ る。

私 は協 会 設 立20周 年 を 「起 点 」 と して こ の問 題 を考 えて み た い 。

20歳 を迎 え,大 人 と して の本 協 会 の もつ 社 会 的 責 任 は,き わ め て重 大 な もので あ る こ と を,先 づ

会 員 す べ て が認 識 す る こ とで あ る。

わ れ われ は,医 療 人 と して,理 学 療 法 を必 要 と して い る人 々 に対 して,適 確 に応 えて い るの だ ろ

うか とい うこ と を 日常 の診 療 の な か で よ く考 え てみ な けれ ば な らな い。私 は,も う一 度 理 学療 法(士)

の 原 点 に戻 って,よ く反 省 し,未 来 を よ く洞 察 す る こ とか ら出発 すべ きで は ない か と思 って い る。

過 去20年 間,努 力 して きた理 学 療 法 の 量 的 拡 大 は一応 評 価 した うえで,今 後 は質 的 改 善 を図 って

ゆ くこ とが協 会 に課 せ られ た社 会 的 義 務 で は なか ろ うか と思 う。
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わ が 国 の理 学 療 法 に 関 して,責 任 を もつ 法 人 の 職 能 団体 と して,理 学 療 法 を普 及 す る と と もに そ

の 質 的担 保 を国民 に対 して保 証 す る責 任 を もたね ば な らな い。

厚 生省 大 臣 官房 情 報 統 計 部 発 表 の昭 和59年 医 療 施 設調 査,病 院報 告 の概 況 に よ る と,病 院数9574

の う ち理 学療 法 室 を有 す る病 院 は4937で 病 院 全 体 の51.6%を 占 め て い る。4937理 学 療 法 室 の うち承

認 施 設 は1027で あ り約1/5で で あ る。

一 方
,病 院 に勤 務 す るPTは4095人 で,マ ッサ ー ジ 師 は6672人 で あ る。病 院 に勤 務 す るPTと マ ッ

サ ー ジ師 の合 計 は,10767人 と な り,理 学 療 法 に従 事 して い る者 は10767人 で あ るが,実 際 に は,マ ッ

サ ー ジ師 以 外 に柔 道 整復 師,鍼 灸 師,看 護 婦,体 育 教 師 等 が か な り理 学 療 法 に従 事 して い る。 そ う

す る と,59年 に,10767人+α の者 が わ が 国 の病 院 に お い て 理学 療 法 に従 事 して い る とい うの が 実

態 で あ る。

次 に,理 学 療 法 を受 け た患 者 数 につ い て み る と,患 者 延 数 は6,440,846人 で あ り,承 認 施 設 で は

1,771,987人 と な って い る。承 認 施 設 で はPTが 治 療 して い るが,残 りの4,668,859人 の患 者 は非 承

認 施 設 で,PTを 少 し含 む い ろ い ろ な職 種 の者 に よ って 治 療 を受 け て い る。

つ ま り,わ が 国 で は,約644万 人 の患 者 が 理 学 療 法 を受 け て い るが,承 認 施 設 でPTに よ る治 療

を受 け て い る患 者 は177万 人 で あ る。 残 りの466万 人 の 患 者 は非 承 認 施 設 で,そ の ほ とん どはPTに

よる理 学 療 法 を うけ て い な い。 こ うい う事 態 はで きる だ け早 く解 消 され ね ば な らな い と思 うが,残

念 なが ら,PTの 数 が ま だ ま だ非 常 に少 な い現 状 で あ る。PTの 治 療 を受 け て い る患 者 の3.63倍

の 患 者 が,PT以 外 の者 に よっ て 治療 を受 けて い る現 状 を わ れ わ れ は,国 民 医 療 の 立 場 か ら ど うい

う風 に考 え た ら よい か,こ れ も,本 協 会 に課 せ られ た大 きな課 題 で あ る。

現状 は も っ と きび しい と云 わ ね ば な ら ない 。59年 の わ が 国 の一 般 診 療 所 数 は78,549あ り,そ の う

ち有 床 は26,377,無 床 は52,172と 報 告 さ れ て い る。 一 般 診 療 所 に い るPTは583人,マ ッサ ー ジ 師

は2788人 とな って い る。 合 計3371人 の者 が 理 学 療 法 に従 事 して い る。

昭 和59年 現 在,わ が 国 の病 院 並 び に診 療 所 に勤 務 す るPTは4,678人,マ ッサ ー ジ 師 は9460人 で,

合 わ せ て14,138名 とな る が,勿 論,PT,マ ッサ ー ジ 師以 外 の プ ラス αが あ る の は事 実 で あ る。

PTの 職 域 は 医療 機 関 以 外 に ど ん どん拡 大 され つ つ あ る。 老 人保 健 事 業 の 中 間施 設 で あ る老 人保

健 施 設 の 増 設 が 計 画 され て お り,62年10月 に は80ヵ 所 が 予 定 され て お り,将 来 的 に は数 千 ヵ所 へ増

加 す る こ とが 推 定 され て い る。 同施 設 に は リハ ビ リ機 能 を付 置 す る こ とが義 務 づ け られ て い るが,

果 してPTの 供 給 が 可 能 で あ ろ うか 。 そ の他,地 域 ケ ア,在 宅 ケ ア が拡 大 さ れ る につ れ て,全 国

3300の 市 町 村 でPTに よる理 学 療 法 の指 導 が要 望 され て い るが,そ の要 求 に応 え る こ とが どの 程 度

で きるの か,大 変 難 しい 問 題 が課 題 と して あ る。

欧 米 先 進 国 で は,理 学 療 法 は,病 者,障 害 者 だ け に貢 献 して い る の で は な く,健 常 者 に対 して も,

physicalfittnessを 通 して 素 晴 しい貢 献 を して い るの で あ る。 理 学 療 法 は す べ て の 人 に役 に立 つ も

の と して,社 会 的 に重 要 な機 能 を果 しつ つ あ る の で あ る。 人 間社 会 に と って な くて は な らない 社 会

的機 能 と して存 在 す る こ と と な った 。理 学 療 法 の将 来 を考 え る う えで,会 員 諸 氏 に とっ て参 考 に な

れ ば と願 っ て い る。
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祝 辞

厚生大臣 斎藤 十朗

本日ここに社団法人 日本理学療法士協会及び社団法人日本作業療法士協会設立20周年合同記念式

典が開催 されるに当たり,一 言お祝いの言葉を申し上げます。

両協会におかれましては,理 学療法士及び作業療法士法が制定された翌年の昭和41年 に設立され

て以来,理 学療法士及び作業療法士の資質の向上 とリハビリテーションの進歩,発 展に尽力 され,

国民医療の確保 と向上 に大 きく貢献 してこられました。

これはひとえに,両 協会の歴代会長,役 員及び会員の皆様方が力 を合わせて斯界の発展のために

尽力された賜であ り,心 から敬意 を表する次第であります。

近年,我 が国の医学医療は著 しい進歩を遂げ,社 会保障制度の整備等 とあいまって,国 民の健康

水準の向上に大 きく寄与 してきました。この結果,我 が国は人生80年 代を迎え,今 や世界の最長寿

国となるに至 っております。

厚生省 といたしましては,高 齢化の進展,疾 病構造の変化等,我 が国の医療を取 り巻 く状況の変

化に的確に対応 しつつ,21世 紀における保険医療体制の確固たる基盤を築 くために各般の施策を進

めているところであります。理学療法士,作 業療法士につ きましては,近 い将来量的には一応の水

準に達することが見込まれてお り,量 的拡大の時代から今後は資質の一層の向上が求められる時代

となってまい りました。この時代の要請に応える施策の一環として,先 般養成施設の指定基準の改

正に着手 したところであ りますが,こ の点で両協会が資質の向上に果たす役割は誠に大きなものが

あると考えます。

本日表彰 を受けられた48名 の方々には永年にわた り我が国のリハビリテーション医療の向上に御

貢献いただき,ま た斯界の発展に御尽力いただいてきたところであります。ここにその御功績に深

甚なる敬意を表 します とともに,心 からお祝い申し上げます。

また表彰を受けられた方々はもとより,会 員各位におかれましても,長 寿社会においてリハビリ

テーション医療が果たす重要な使命 を御認識の上,今 後とも我が国の医療の向上のため一層御尽力

されますようお願いする次第であります。

終 りに両協会のますますの御発展,皆 様方の御健康と御活躍 をお祈 り申し上げまして私のお祝い

の言葉といた します。

昭和61年10月6日



6

日本理学療法士協会設立20周 年を祝 って

日本リハビリテーション医学会

会長 上 田 敏

日本理学療法士協会設立20周 年のお祝いを申上げます。 日本リハビリテーション医学会の設立は

1963年 ですから,僅 か3年 の長があるだけですが,理 学療法士の教育,国 家試験,研 修会,診 療報

酬の問題,そ の他あらゆる面でお手伝いをしてきた立場から,理 学療法士協会が20年 の風雪に耐え

て大きく成長 されたことはまことに喜ばしいことと思います。また学会の立場 を離れた個人 として

も松村協会長 をはじめ多数の協会の幹部の方々,会 員の方々とは20数年来の友人であり,よ りよい

リハビリテーシ ョン医療 を築 こうという共通の目標 をもとに協力 してきた仲間であるわけですか

ら,「 もう20年 も経って しまったのか」 という驚きと同時に短期間のうちに多 くの面で世界第2位

といえるまで成長 したわが国の理学療法界の現状 をみて,大 きな喜びを感 じます。思えばリハビリ

テーション医学会も理学療法界 もこの20年間を夢中になって走 り続け,い くつもの山河を走 り越え

て,気 がついたら20年前には思いも及ばなかったところまで走 りついていたというところでしょう。

しか しここで手放しで喜んでいればよいというものでもありません。理学療法士養成校が世界第

2位 の数に達 し,理 学療法士数 も予想外に急増 したというような20年前には想像 もしなかったよう

な発展がある反面,20年 前から念願 してきたことで,ま だ実現 していないことも数多 くあ ります。

さしずめ4年 制大学における教育の実現などがそうで しょう。この点はリハビリテーション医学も

同様で,専門医制度ができ,若い優秀な人材が卒業直後からリハビリテーション医学の途に多数入っ

てくるようになり,ま た研究の面でも,わ が国の最大の問題である脳卒中をはじめ,多 くの点で世

界の トップレベルに達する研究が出つつあるなど喜ぶべき面が少なからずある反面,た とえば 「リ

ハビリテーション科」の標榜がまだ認められていなかったり,国 立大学にはまだリハ医学の講座が

ないなど未解決の問題 も少なくあ りません。 ともに道はまだ長 く,こ れからも10年,20年 と走 りつ

づけなければいけないということでしょう。

先に,「20年 の風雪に耐 えて」と書 きましたが,あ るいは本当の風雪はこれから来るのか もしれ

ません。医療費削減,日 本の医療の体質改善に向けての動 きはまことに深刻なものがあり,医 療機

関の再編成 もどんどん進行 しつつあ ります。日本の医療が世界に稀 にみるほど私的性質が強 く,そ

れが健保の出来高携い制とあいまって,体 質的に医療費を高騰させることになっていることは以前

から指摘 されていることで,そ れが日本の医療の歪みを作 り出している根本原因なのですが,そ れ

が我々医療人の自浄努力によって改革されるのでなく,単に医療費削減に役立ちさえすればよい(そ

れにより犠牲 となる患者,障 害者のことには目をつむって)と いわんばか りに上から強引に 「改革」

されていくのはまことに残念です。このような中で,理 学療法を含めたリハビリテーション医療全

体 を,国 民のニーズに応えられるよう,経 済的にも十分な裏付けが得られるようにしてい くために
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はこれまでと同じ対応ではやっていけないで しょう。科学的な原価計算にもとつ く正当な要求を説

得的に展開していかなければならないと思いますし,リ ハ医学会はすでにその研究を開始 していま

す。またリハ ビリテーション医療の現実をよく見定めて,理 想 と現実を混同 しないで,全 体 として

のリハビリテーション医療が国民のニーズによりよく応えるためにはどうあるべきかを考えつつ,

大きな構想のもとに進めていかないと 「職種エゴ」として国民の支持を得られないことになるおそ

れがないではあ りません。最近の運動療法施設認定問題 をめぐる議論で もかなりその辺が懸念 され

るところです。

リハ ビリテーション医療 をめ ぐる情勢はこれ以外の点で も大 きく変化 しつつあ ります。現在急

ピッチでST,SW,義 肢装具士の資格法制定が進められてお り,62年 の秋までには法律が制定され

る見通 しです。ここでようやくリハ ビリテーション ・チームの主要職種の法的裏付けができるわけ

で,そ れは間もなく経済的裏付けにも反映 し,リ ハビリテーション医療のあり方にも色々と影響 し

てくるだろうと思います。これがよりよいチームワークの建設に向けての契機 となるように努力す

るのが今後の課題です。

以上,思 わず筆がすべって20周年祝賀 という本来の目的からはややはずれたかもしれません。 し

かし,20年 間の進歩 をふ りかえる時に同時に残された種々の課題に思いをはせることは非常に有

益だと思います。それは過去の業績に酔 って現在 ・未来の問題点を忘れないことに役立つ というだ

けでなく,現 在 ・未来の問題点(そ れはいずれも考えただけでも気が遠 くなるような非常に困難な

ものに見えがちなのですが)も,時 間と努力のつみ重ねさえあれば,過 去20年 間の業績が示すよう

に必ずや解決で きるに違いないという自信 をも与えてくれるだろうからです。

改めて20周年のお祝いを申し上げるとともに今後の様々な問題に対 して共に手を組んで努力 して

いこうということを呼びかけて,私 の御挨拶 と致 します。
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日本理学療法士協会設立20周年を祝い将来を展望する

日本整形外科学会会長 田島 達也

顧みると昭和38年,清 瀬の国立療養所附属 リハ ビリ学院が開校 し,3年 後の昭和41年 には,そ の

前年成立 した理学療法士 ・作業療法士法に基づく第1回 の国家試験が施行 され,国 で認定された理

学療法士及び作業療法士が誕生 した。同年7月 理学療法士協会が,2ヵ 月程遅れて作業療法士協会

が発足 したので昭和61年 には丁度20周 年になった。同年10月6日 両協会合同で記念式典を遂行 さ

れたことは誠に有意義であ り,関 連の深い日本整形外科学会として心からお祝い申し上げたい。

この度これを記念して発行することにした記念誌に日本整形外科学会会長 として寄稿するよう要

請を受けたので,わ が国におけるPT・OTの 現状 と将来展望について私見 を述べさせていただ く

ことにしたい。

両協会 にとって最大の関心事はそれぞれの協会会員並 びに会員外のPT・OTの 総数の将来の推

移,と くに全ての有資格者が力量を充分発揮でき 「や り甲斐」を感 じられる職場 を確保できるかど

うかについての将来展望であろう。

側聞する処によると,4年 後の昭和66年 にはPT総 数は10,000名,OT総 数は5,000名 を越えて厚

生省の予想する需要総数に達 し,そ れ以降は過剰傾向になるとされているようである。私はこのよ

うな推測の根拠を充分に理解 しているわけではないが,恐 らく現時点における医療機関数 とそこに

勤務 しているPT・OT数 の比率が根拠になっているように思われる。その推測によると昭和66年

におけるPT総 数10,000余 名中病院 ・診療所 を含 む医療機 関のニーズは高々7,000名,OT総 数

5,000余 名中医療機関におけるニーズは3,000余 名 とのことである。

しかし私はこのような推測には強い疑問を持っている。その根拠 を以下に述べる。

昭和66年 に医師数は20万 を大きく越えて,病 院数は1万 を,診 療所数は10万 を越えると予測され

る上に,こ れ らの医療機関におけるPT・OT数 の比率が高 くなる公算があるからである。

当新潟県における現状 を見 ると,新 潟大学医学部と何等かの関連 をもつ国公私立を含む70病院に

おけるPT総 数は約60名,OT総 数は約30名 でそれ らも,リ ハビリ学院が付設されている国立犀潟

療養所,県 内2つ の労災病院,は まぐみ小児療育園と整形外科 と神経内科が強力な2～3の 病院に

集中してお りその他の病院における有資格者PT・OTは 皆無に近い。犀潟 リハ ビリ学院卒業生の

県内病院への就職率は極めて低い。

このような現状になっている原因は何 んであろうか?ま ず第一に,上 述 したPT・OTが 集中し

ている病院以外,リ ハ医学会の認定する専門医や認定医,ま たはリハビリに強い関心 をもつ整形外

科医,神経内科 ・外科医や精神科医がいないことである。PT・OTは 理学療法士及び作業療法士法第

二条第三 ・四項の 「医師の指示の下に … 」という規定を待つまで もなくリハビリに深い造詣 を

もつ医師 とチームを作ることによって能力を充分発揮 し,や り甲斐ある仕事ができる。慈恵会医大
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阿部学長が云われるように医療は 「学」と 「術」と 「道」より成る。PT・OTは 「術」に優れ,「学」

にも 「道」にも精進 しているが,こ れらの三要素のバランスを保ってリハ ビリ医療を実践するため

には医師の指示は不可欠である。従って医師とチーム を組める見込みのない病院にPT・OTが 就

職 したが らないことは当然である。

それではPT・OTと チームを組み充分な指示 を与え得る資格 または実力と時間をもつ医師が現

在 どれほどいるだろうか?昭 和61年 度でリハビリ医学会の審査で認定されている専門医は100名 足

らずで,リ ハ ビリの特定領域で充分 な能力をもつと認定された認定医は120名 に満たずいずれ も驚

くほど少数である。以上の考察からリハ ビリ ・チームの中で活躍できる医師数 をもっと増やすこと

ができればPT・OTの ニーズ も飛躍的に増加する筈 と考えられる。それを実現するための具体策

は多数のリハビリ専門医を系統的な育成する体制を整えること,す なわち医学部においてリハビリ

医学講座や診療科の施設を推進することである。

次に病院以外の医療機関,す なわち開業医が運営する診療所に注目する必要がある。整形外科や

神経内科を標榜する診療所の数はそれらの科 をもつ病院以上に多いであろう。ところで殆 どあらゆ

る標榜科 目がリハビリ医療の要素をもっていることはいうまでもなく,と くに整形外科や神経内科

ではその要素が大 きいので,こ れらの科 目の正統な研修を積んでいる医師は,そ の科 目特有の領域

のリハビリ医療についてはかな り造詣が深い。その能力を発揮するために必ずしもスタンダード以

上のリハビリ設備を要するわけではない。リハ ビリ医療の本質を心得ておりそれを自在に応用する

能力をもつ者はスタンダー ド以上の設備の中にいてそれを充分使いこなせない者 より遙かにリハビ

リ医療の成果を挙げ得る。この考えに立 って設備のみを重視せずそこに勤務する医師の専門領域に

おける能力を正当に評価 して,そ れにリハビリ医療に対する正当な医療報酬 を認めるようにすれば

PT・OTの 潜在的要素は飛躍的に増大する筈である。

もう一つ将来の展望に立ってPT・OTの ニー一ズについて考慮すべき問題がある。現在の医療保

険では罹患 した疾患に対する治療には出来高携いで報酬を与えているが,す でに老人保健法にお り

込 まれている疾病の予防を目的とする保健活動に対する報酬システムが確立 していない。 また国民

の平均寿命が高齢化するにつれてcureさ せることはで きないが生涯ADL能 力の低下を防止するよ

うcareし て行 くべ き人口が増加する筈である。これらの領域においてもPT・OTの 将来のニーズ

は極めて高いと考えられる。

次に医学のあらゆる領域 において進歩に伴って増々深 く狭い超専門領域 と,将 来の診療科 目を横

あるいは斜に統合 したような新 しい観点からの専門科目が形成されつつあることに注 目する必要が

ある。 リハビリ医療においても例外ではない。近年のリハビリテーション科 という診療科は,そ れ

が守備範囲としている多 くの以前から存在 していた専門科目のリハビリに関する部分を横に統合 し

て成立 した新 しい科目とも見倣 される。統合 されて一つの科目が形成 されるためには共通な理念や

方法論があるからなのでそれを系統的に学んでリハビリ専門医やPT・OTに なることは無論大変

有意義であるが,そ の一人がリハビリ医療が対象 とする全領域のエキスパー トになり得ないこと"'

認めねばならない。PT・OTの 超専門領域の一例 として私が特に関係 して来たHandTherapyが 挙



10

げられる。そこでPT・OTと しての幅広い知識と技術 を土台 として各 自の専門領域をもつことも

大切なことと考える。むろんいずれの超専門領域に進んで も医療の最も基本的な目標は患者を社会

人 として復帰させることであることを忘れてはならない。

最後 に考えてお くべ きことはPT・OTの 業務内容は法的には保健婦助産婦看護婦法により看護

婦の独占義務 と規定されている診療の補助の特例 として認められていることである。裏がえせば

PT・OTの 業務内容はPT・OTの 独占業務ではない。

これは整形外科医の立場からは整形外科医療は医師法第17条 で「医師でなければしてはならない」

ことになっているがその一部とも見倣 される柔道整複師の施術が法的に認められているし,ま た自

由職業としてカイロプラクターの"療 治"も 行われている現実と対比される。結局PT・OTの 医

療界における地位の向上はリハビリ医療 に関する限り医師の良 きパー トナーとな り 「リハビリテー

ション的診療の補助 はPT・OTで なければ任せ られない」 という客観的評価を獲得するような成

果 を築 き上げる以外にない。それは整形外科医が柔道整複師やカイロプラクターからも信頼を得て

指導的地位につくべ きであると考えていることと一脈合い通ずる点があろう。

私 はPT及 びOT協 会が将来に対する深い洞察をもった運営を行って,PT・OTの 存在意識をま

すます高め,国 民の保健 と医療に貢献されることを期待 しかつ祈 りたい。
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協会ニュース創刊号の復刻版

同じ年の体 と して 昭和41年7月 に会 員 数110名 を もっ て結 成 され,日本理学療法士協会が任意

魁

団

9月1日 に協会ニュース第1号200部 発行 された。

賑々しく威勢 よく発行された20年前の創刊号の紙面 をここに復刻版 として再現 し紹介する。
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。
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付
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な
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が
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よ
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て
い
る
こ
と
を
充
分
認

識
す
る
こ
と

は
極
め
て
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
う

し
て
世
界
理
学
療
法
連
盟
は
貴
協
会
を
国
際
会
員
と
し
て
の

加
入
を
受
け

入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
私
は
日
本
理

学
療
法
士
協
会
の
会
員
各
位
が
患
者
に
よ
り
良
き
治
療
を
与

え
る
技
術
と
理
学
療
法
士
の
養
成
を
よ
り
高
い
規
準
に
も

っ

て
い
く
こ
と
を
す
す
め
て
い
く
よ
う
希
望
し
ま
す
。
こ
れ
が

世
界
理
学
療
法
連
盟
の
主
た
る
目
的

で
も
あ
り
ま
す
。
理
学

療
法
士
は
リ

ハ
ビ
リ
テ
ィ
シ
ョ
ン
チ
ー
ム
に
欠
か
せ
る
こ
と

の
出
来
な
い
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
理
学
療
法
士
と
他
の
医
療

従
事
者
と
の
間
の
相
互
理
解
と
協
力
が
お
互

い
の
発
展
を
伴

う
の
で
あ
り
ま
す
。
私
が

↓
九
六
三
年
に
日
本
を
訪
れ
ま
し

て
以
来
ず
っ
と
リ
ハ
ビ
リ
テ
ィ
シ

ョ
ン
養
成
機
関
の
発
達
を

熱
心
に
見
つ
め
て
参
り
ま
し
た
が
、
こ
う
し
た
養
成
機
関
が

ま
す
ま
す
高
度
な
規
準
で
発
展
し
て
い
く
こ
と
を
望
ん
で
お

り
ま
す
。
世
界
理
学
療
法
連
盟
は
貴
協
会
に
対
し
よ
ろ
こ
ん

で
御
援
助
す
る
こ
と
を
申
し
上
げ
る
と
共
に
貴
協
会
の
今
後

の
ま
す
ま
す
の
御
発
展
を
心
か
ら
祈
っ
て
お
り
ま
す
。

世
界
理
学
療
法
連
盟

事
務
局
長

M
、
J
、
二
ー
ル
ソ
ン

翻

嶽
慧
鯵劉

的
リ
ハ
ビ
リ
テ
ィ
シ
ョ
ン
発
展
の
た
め
に
誠
に
慶
賀
に

堪
え
な
い
次
第
で
あ
り
ま
す
。

今
後
専
門
技
術
者
と
し
て
の
衿
持
を
も

っ
て
更
に
学

問
技
術
両
面
の
研
鎖
に
つ
と
め
国
際
的
水
準
を
目
標
と

し
、
尚
、
そ
れ
を
越
え
る
実
力
を
具
備
し
て
貰

い
た

い

と
希
う
次
第
で
あ
り
ま
す
。

諸
氏
の
今
後
の
真
蟄
な
努
力
に
対
し
て
我
々
関
係
者

は
全
面
的
な
協
力
を
惜
し
ま
な
い
所
存
で
あ
り
ま
す
。

発
会
式
に
当
り
こ
こ
に
祝
辞
を
述
べ
る
と
共
に
貴
会

の
発
展
を
心
よ
り
祈
り
ま
す
。

昭
和
四
一年
7
月
一七
日

渉
外
部

(国
外
部
)

(国
立

療
養
所
東
京
病
院
)

東
京
大
学
教
授

津
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国際活動及び海外人事往来

海外人事往来については,協 会ニュースより抜粋 したものであ り協会の役職にあった者の掲載

が多い。この他に数多 くの会員が国際交流に関与 していたと思われるが調査困難のため割愛し

た。国際活動及び海外人事往来についても昭和50年 代に入ると,そ の記事はニュース紙から激

減 している。その出来事が日常化 されはじめ,記 事としての要素がなくなったのかもしれない。

今や社会構造は国際化 しているが,当 協会でもその状況は,今 後とも正確に詳細に把握 してお

く必要があろう。

(昭和41年)

・新藤 信子氏(国 立箱根療養所)日 本PT海 外渡航者第1号 。英国背損センター,ス トークマ ン

デビル病院へ研修留学。

・松村 秩氏(国 立療養所東京病院附属 リハビリティシ ョン学院)米 国ボトスン大学大学院理学療

法課程に2年 間の留学。

・谷岡 淳氏(虎 の門病院)米 国ニューヨーク大学ラスク研究所ベルビュー病院へ2年 間の研修留

学。

(昭和42年)

・第5回WCPT大 会 ,オ ー ス トラ リ ア,メ ル ボ ル ンに て 開催 され る。 日本 理 学 療 法 士 協 会 よ り会

員 の カ ンパ に よっ て遠 藤 文 雄 会 長,武 富 由雄 理 事 が参 加 した。

・MrsRovson;音 楽療 法 の創 始 者 が来 日,リ ハ ビ リテ ー シ ョン学 院 に お いて 特 別 講 義 を行 った 。

・MrsMargretRood;Rood法 で 有 名 な カ リ フ ォ ル ニ ア 大 学 教 授(PT)が,メ ル ボ ル ンで 開 か れ た

WCPT大 会 の帰 途,日 本 に滞 在 。

・ア メ リカPT協 会 会 員 ,メ ル ボ ル ンWCPT大 会 の帰 途,20名 が 来 日,東 京 ・大 阪 で 両協 会 の 会

員 が 懇 親 会 を行 った。

・イス ラエ ルPT
,バ ル サ イ ナ女 史,WCPT実 行 委 員 の 一 人 で あ り来 日,東 京 に て懇 親 会 を行 った 。

・砂 原 茂 一 先生(国 立 療 養 所 東 京 病 院 附 属 リハ ビ リテ ー シ ョ ン学 院長)は,欧 州 に出 張 。 多忙 の

中 を,英 国 留 学 中 の新 藤 信 子 氏 を伴 ってWCPT事 務 局 長,ニ ー ル ソ ン女 史 と,WCPT加 盟 の交 渉

に あ た られ た 。

・福 屋 靖 子 氏(東 大病 院)米 国ハ イ ラ ン ド病 院 に1年 間研 修 留 学 。
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(昭和43年)

・武富由雄氏(阪 大病院)ア フガニスタン国要請により理学療法指導のため1年 間出張。

・田口順子氏(国 立療養所東京病院附属 リハビリテーション学院)WHO主 催
,臨 床実習指導者コー

ス(於 コペンハーゲン,参 加者18国20名)に 厚生省より研修出張,帰 途,WCPT事 務局(ロ ンドン)

を訪問,ニ ールソン事務局長 と会談。

(昭和44年)

・荻原新八郎氏(榛 名荘病院)WCPT事 務局長ニールソン女史の配慮で
,1年 間の英国留学。

・駒沢治夫氏(東 大病院)ロ スアンゼルスにて義肢装具研修コース,(2週 間)に 参加。

・渡辺京子氏(虎 の門病院)フ ィラデルフィア,ニ ューヨークにて1年 間の臨床研修。

・新藤信子氏(国 立箱根療養所)米 国にて臨床研修 ,1年 間。

・荻原新八郎氏,日 本人PT登 録第1号 に。先に日本PT渡 航者第1号 として渡英 していた新藤信

子氏の努力により英国における日本人PTの 登録申請の交渉が進められていたが,認 可がおりた。

・浅野達雄氏(阪 大病院)ア フガニスタン国要請により理学療法指導のため1年6ヵ 月の出張。

・極東医療学術会議(主 催,米 国)が,日 本において開催 された。立川米空軍病院が会場 となり,

グットマンPTの 好意で日本理学療法士協会に参加の認可がでたが,当 時は,参 加人員が規制 され

る状況にありPT12名 が参加 した。

リハ ビリテーション分科会の内容は以下のものであった。

1)上 肢 ・手指の機能 と熱傷の植皮術

2)RagDoll損 傷

3)創 傷に対する早期装具の処方

4)電 動義手の最近の進歩

5)術 後管理におけるPT・OT業 務 と役割

(昭和45年)

・WCPT大 会アムステルダムにて開催。

日本理学療法士協会参加者

松村秩会長,関 川博副会長,矢 郷弥太郎渉外部長,山 口二郎理事,江 原定吉理事,山 陰信夫大

阪士会,西 本東彦大阪士会,東 山敬長崎士会。

・大内二男氏,米 国理学療法士協会の招聰で1年 間,脳 性マヒ専門病院にて研修。

・紀伊克昌氏,英 国ボバースセンターにて1年 間研修。
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(昭和46年)

・田村 美 枝 子 氏(国 立 療 養 所 東 京 病 院病 院 附属 リハ ビ リテ ー シ ョン学 院)米 国 ,ワ ー ム ス プ リン グ

病 院 に て,PNFコ ー ス研 修 の た め1年 間 の研 修 留 学 。

・田 口順 子 氏(国 立 療 養 所 東 京 病 院 附属 リハ ビ リテ ー シ ョ ン学 院)ラ オ ス ,ビ エ ンチ ャ ン陸 軍 病 院

に て1年 間PT治 療 にあ た る。

・宮 本重 範 氏(九 州 リハ ビ リテ ー シ ョン大学 校)米 国,ハ イ ラ ン ドビ ュー病 院,他 に て1年 半 の研

修 留 学 。

・フ ィ リ ピ ンPT協 会 会 長 ,H.Pitog氏 が 来 日,松 村 秩 会 長 と懇 談,ヨ ー ロ ッパPT連 盟 に次 い で

ア ジ アPT連 盟 の結 成 を提 唱 した 。 こ の時 点 で の ア ジ ア に お け るWCPT加 盟 国 は,イ ン ド,パ

キ ス タ ン,フ ィ リピ ンで あ った 。

(昭和47年)

・松沢博氏(神 奈川 ・七沢リハビリテーション病院)米 国へ1年 間の研修留学。

(昭和48年)

・伊藤直栄氏(浴 風会病院)カ ナダへ2年 間の研修留学。

・篠田豆子氏(国 立療養所東京病院付属 リハ ビリテーション学院)イ タリアへ1年 間の研修。

・荻原新八郎氏,カ ナダにて研修中であったが,カ ナダPT資 格試験 に合格,カ ナダPT協 会会員

となる。

(昭和49年)

・第8回WCPT大 会 カ ナ ダ
,モ ン トリ オー ル にて 開催 。 こ の大 会 で よ うや く 日本 のWCPT加 盟 が,

認 め られ た 。 他 に イ ン ドネ シ ア,ギ リ シ ャ,ス ペ イ ン,ス リラ ンカ で あ り,こ れ でWCPT加 盟
　

国は35ヵ 国となった。 日本理学療法士協会からの参加者;松村秩会長,奈 良勲氏,貴 田正秀氏,

馬場将夫氏,丸 山仁司氏。

・橋元隆氏(九 州リハビリテーション大学校)英 国ス トークマンデビル病院にて1年 間の研修留学。

・紀伊克昌氏,英 国においてボバース法の公認インス トラクター認定試験に合格,そ の資格が,ボ

バース女史から授与された。

・会員が海外へ研修等で渡航する場合のWCPT加 盟会員であることの証明様式が整った。

(昭和50年)

・WCPT理 事 会 を 日本 で行 い た い との 申 し入 れ が あ っ た
。
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(昭和51年)

・厚生省が所管するリハビリテーション学院においてPT又 はOT教 育に従事する教員養成のため

の留学制度が本格的に始まる。

・韓国PT協 会 「大韓物理治療士協会」会長,白 進氏が国際部長 と来日,PT学 会 に出席,会 長

はじめ会員 とも懇談を行った。

(昭和52年)

・カナダの身障者グループの訪 日親善旅行。30名 が来 日,カ ナダ滞在中の荻原新八郎氏が随行者 と

して久 し振 りに一時帰国 した。

(昭和53年)

・第9回WCPT大 会 が
,イ ス ラエ ル ・テ ル ア ビブ で 開 催 され る。 松 村 秩 会 長 が 出 席,こ の 年 よ り

協 会 予 算 計 上 に よ り正 式 に派 遣 承 認 され る。

・か ね て 来 日 中 で あ っ たバ ー バ ン ・バ ッ ツPTに 厚 生 省 か ら外 人 登 録PTと して免 許 が交 付 さ れ

た。 東京 士 会 へ入 会 。

・米 国 ス タ ンフ ォー ド大 学 ,ブ ラ ッ ト主 任 教 授 が来 日,PT教 育 制 度 に つ い て,会 員 と懇 談 を行 っ

た。

(昭和55年)

・ア ジ ア理 学 療 法 士 連 盟(ACPT)の 設 立 準 備 が 開 始 され る。結 成 式 が 台 湾 ・台 北 に て 開催 さ れ る。

協 会 代 表 と して,浅 野 達 雄,関 川 博 副 会 長,森 永 敏博 理事 他2名 が 出席 。 参 加 国 は,ホ ン コ ン ・

イ ン ドネ シ ア ・韓 国 ・マ レー シ ア ・フ ィ リ ッピ ン ・シ ンガ ポ ー ル ・日本 で あ った 。

・日本 ・フ ラ ンスPT協 会 共 同 セ ミナ ー の 開催 。 フ ラ ンスPT協 会35周 年 記 念 事 業 と して ア ジ ア研

修 旅 行 が 計 画 され て,一 行25名 が来 日,各 地 で セ ミナ ー,交 歓 会 等 が 行 われ た。

(昭和56年)

・第1回ACPT総 会 が タ イ ・バ ンコ ック にて 開 催 さ れ た。 同時 開催 のACPT学 会 で ,日 本 よ り5

題 の演 題 発 表 も行 わ れ た。 協 会 代 表 参 加 者;松 村 秩 会 長 ・遠 藤 文 雄 ・森 永 敏博 理 事 ・後 藤 宣 久 監

事 。 演 題 発 表 者;松村 秩 ・森 永 敏 博 ・青 木 主 税 ・中 野 裕 之 ・遠藤 文 雄 。

・米 国 に お け る医 療 従 事 者 就 職 紹 介 機 関 で あ るNorthAmericanPlacementサ ー ビス社 よ り当協 会

に就 職 斡 旋 に関 す る紹介 が届 け られ た。
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(昭和57年)

・第10回WCPT大 会 が
,ス ウ ェ ー デ ン ・ス ト ック ホ ル ム に て 開 催 さ れ る。 米 国PT協 会 の推 薦 を

うけ て,日 本 理 学 療 法士 協 会 は,WCPT理 事 国 に 当選 。 理 事 は森 永 敏 博 国 際 部 長 。 大 会 開催 中

にACPT理 事 会 も同時 開催 され た 。 出 席 者;松 村 秩 会 長 ・首 藤 茂香 ・武 富 由 雄 ・森 永 敏 博 理 事 他

4名 。

・第19回 日本 リハ ビ リテ ー シ ョ ン医学 会 の特 別 講 演 招 待 者 と して ,米 国 ・ラ ンチ ョロス ア ミー ゴ病

院研 究 所 の ジ ャク リ ン ・ペ リー(PT)が 来 日,各 地 で 日本 のPT会 員 と懇 談 した 。 ま た随 行 員

と して来 日 した,ジ ョア ンナPTと も協 会 主 催 で 懇 談 会 を行 い15名 の会 員 が 参 加 した 。

(昭和58年)

・第2回WCPT理 事 会 が
,英 国 ・ロ ン ドンに て 開催 さ れ る。 森 永 敏博 理事 が 出席 。

(昭和59年)

・第2回ACPT学 会総会が,韓 国 ・ソウルにて開催 される。松村秩会長,森 永敏博理事,柳 沢健

理事他11名 が参加 した。 日本からの演題は特別講演,映 画演題を含めて6題 であった。次回総会

は,日 本開催が決定 した。(昭和63年9月)

(昭和60年)

・第3回WCPT理 事会がブラジル ・サ ンパウロで開催 された。森永敏博理事が出席。
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〈青年海外協力隊派遣理学療法士〉

日本政府の青年海外協力隊事業はわが国のPT・OTの 身分法の誕生 した同じ年の昭和40年 に創

設 された。 これは青年がボランティアとして2年 間,現 地の人々と共に生活し,働 き,技 術協力を

してい くのが 目的であ り,現 在までに約130職 種,7000名 近い隊員が派遣されている。理学療法士

の要請もかなり以前 よりあったが,国 内の需要にも全 く充たすことの出来なかった10年前には応募

者は皆無であ り,わ が国の理学療法士がはじめて隊員として派遣されたのは昭和54年 のことであっ

た。その トップを切って先ずコスタリカに派遣されたのが山崎利幸(東 北労災病院)大 塚ひろみ(堺

市立市民病院)の2名 であった。

以後,受 入国の評価 も高 く年々,派 遣以来の件数 も増え昭和61年12月 現在で次の10名 が派遣され

ている。現在 は隊員の応募数も増加 し要請国 も益 々,増 加 していくものと思われる。応募に当って

は一次試験(筆 記),二 次試験(面 接等)が 行われるが,理 学療法士の技術試験の選考は田口順子(日

本理学療法士協会副会長)が 専門委員 としてその任を委託されている。
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あ とが き

昭和41年 に日本理学療法士協会が発足 し,昭 和61年 は20年 に当ることから,設 立20周 年記念行事

準備委員会が設けられました。昭和61年10月6日 には同 じく20年を迎えました日本作業療法士協会

と合同で記念式典,厚 生大臣表彰,特 別記念講演会,記 念シンポジウムを挙行することが出来まし

た。お陰様で盛大に成功裡に終了 し,直 ちに会館建設資金並びに20年誌出版資金の募金活動に入 り
,

同年12月 には当初の目標額500万 円を越 え,早 速20年 誌の資料編さんに取 りか ・ることがで きまし

た。

事務局の移転に伴 う整備で資料収集には大変苦労いたし,総 会,代 議員会議事録はじめ協会ニュー

ス,活 動報告書等,保 存 されている記録 を分類整理 していきました。かなり活動記録及び報告の未

整理が目立ち記憶に頼れるところは穴 うめを致 しましたが,以 上のような事情をご理解の上,不 備

な点は何卒ご容赦下さいますようお願い申しあげます。

しか し,歴 史は正確でなければなりませんので,記 録は完壁を期すように努め記録の再整備により

改めて資料が整理できたのは収穫だったと思います。執筆者,編 集委員共々,資 料性 を重んじ記事

を作 っていきましたが,編 集にたずさわって下さった方々には連日,連 夜,努 力 していた"き 感謝

で一杯です。十分,意 を尽 くせないところもありますが,協 会の変遷 をお読みいた"き,時 代の流

れを感 じとっていた"け れば幸いでございます。

10年前には協会10年 史を編集 させていた"き ました。今回再び20年史出版にたずさわれたことの意

義を深 くかみ しめてお ります。これからの10年,皆 様方の着実な一歩 と協会活動の展開の足跡 と益々

の発展 を30年史に溢れるほど盛 り込むことが出来るなら編集の苦労 もふっ飛びましょう。10年,20

年,30年 史の発行にか ・わることが出来るなら,そ れまで理学療法士であったことに感謝 し,そ の

作業に喜こんで参加 したい ものだと思います。

昭 和62年3月31日 日本理学療法士協会設立20周年記念

事業準備委員長20年 史編集委員会

委員長 田 口 順 子
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